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別紙様式１−２−１−１ 北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること
分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

【分析の手順】

基準３－７　専任教員の授業負担等が適切であること
分析項目３－７－１　法科大学院の専任教員の授業負担が適正な範囲内にとどめられていること

【分析の手順】

教員の配置状況（別紙様式１－２－１－１）

教員一覧

授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 授業科目名 課程 クラス数 単位数 集・オ・共 大学等名 授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 大学等名

研・専 法科大学院 教授 佐々木雅寿 憲法 公法事例問題研究Ⅰ 2 4 演習Ⅱ 学士課程 1 3 法学部 7

公法事例問題研究Ⅲ 2 2 演習Ⅰ 学士課程 1 2 法学部

行政法Ⅰ 1 2 法政理論特殊講義・法政理論特別研究・日本法入門 修士課程・博士課程・学士課程 1 0.4 オ 法学政治学専攻・法学部

行政法Ⅱ 1 1

民法Ⅰ 1 3

民法Ⅱ 1 3

民法Ⅲ 1 2

民法Ⅳ 1 2

現代民法（臨時開講科目） 1 2

民事法事例問題研究Ⅱ 2 4 演習Ⅰ 学士課程 1 4 法学部

国際取引法 1 2 演習Ⅱ 学士課程 1 6 法学部

商事法事例問題研究Ⅰ 2 4 演習Ⅱ 学士課程 1 3 法学部

商法Ⅲ 1 2 商法学特殊演習・商法学特別研究 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻

刑法Ⅰ 1 2 演習Ⅰ 学士課程 1 2 法学部 刑法Ⅱ（刑法各論・刑事訴訟法） 北星学園大学

刑事法事例問題研究Ⅰ 2 4 刑法学特殊演習 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻 刑法特講Ⅰ 2 札幌学院大学

刑事法総合演習Ⅰ・刑事法総合研究Ⅰ 修士課程・博士課程 1 4 法学政治学専攻・法学部 刑法特講Ⅱ 2 札幌学院大学

刑事法総合演習Ⅰ・刑事法総合研究Ⅰ 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻・法学部

民事訴訟法Ⅰ 1 2 民事訴訟法Ⅰ 学士課程 1 4 法学部 民事訴訟法 4 札幌大学・法学専攻

民事訴訟法Ⅱ 1 1 民事手続法学特殊講義・民事手続法学特別研究 修士課程・博士課程 1 2

司法制度論 1 2

民事実務演習Ｂ 2 4

法曹倫理Ⅰ 2 4

法曹倫理Ⅱ 1 2

ローヤリング＝クリニックＡ 2 2

ローヤリング＝クリニックＢ 1 2

刑事手続実務Ａ 1 0.7 オ

刑事手続実務Ｂ 1 0.7 オ

刑事裁判実務演習 1 0.7 オ

刑事法事例問題研究Ⅲ 2 4

実・み 法科大学院 特任教授 林由希子 民事実務 裁判官 19.8 民事実務演習Ａ 3 6 6
刑事訴訟法事例問題演習
（臨時開講科目）

1 2

刑事手続実務Ａ 1 0.7 オ

刑事手続実務Ｂ 1 0.7 オ

刑事裁判実務演習 1 0.7 オ

公法事例問題研究Ⅲ 2 2 演習Ⅲ 学士課程 1 6 法学部

公法総合演習Ⅰ・公法総合研究Ⅰ 修士課程・博士課程 1 4 法学政治学専攻・法学部

公法総合演習Ⅰ・公法総合研究Ⅰ 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻・法学部

環境法 1 2 行政法Ⅰ 学士課程 1 4 法学部

公法事例問題研究Ⅱ 2 4

エクスターンシップⅠ 1 1

エクスターンシップⅡ 1 2

フィールドワーク 1 1

研究論文 1 2

民事法事例問題研究Ⅲ 2 4 演習Ⅱ 学士課程 1 3 法学部

民法学特殊講義・民法学特別研究 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻

法政理論応用演習(エクスターン) 修士課程 1 2 法学政治学専攻

法政理論応用演習(フィールド) 修士課程 1 2 法学政治学専攻

法政理論応用演習(社会人レポート) 修士課程 1 6 法学政治学専攻

現代企業法Ⅰ 1 2 演習Ⅱ 学士課程 1 3 法学部

商事法事例問題研究Ⅱ 2 4 商法Ⅰ 学士課程 1 4 法学部

法政理論特殊講義・法政理論特別研究・日本法入門 修士課程・博士課程・学士課程 1 0.4 オ 法学政治学専攻・法学部

民事法総合演習Ⅰ・民事法総合研究Ⅰ 修士課程・博士課程 1 8 法学政治学専攻・法学部

民事法総合演習Ⅱ・民事法総合研究Ⅱ 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻・法学部

刑法Ⅱ 1 2

刑事法事例問題研究Ⅱ 2 4

刑事訴訟法Ⅰ 1 2 演習Ⅱ 学士課程 1 3 法学部

刑事訴訟法Ⅱ 1 1 刑事訴訟法 学士課程 1 4 法学部

刑事手続法学特殊演習・刑事手続法学特別研究 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻

知的財産法Ａ 1 2

知的財産法Ｂ 1 2

知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1 0.1

現代知的財産法A 1 2

現代知的財産法B 1 2

知的財産法学特殊演習・知的財産法学特別研究 修士課程・博士課程 1 6 法学政治学専攻

知的財産法総合演習Ⅰ・知的財産法総合研究Ⅰ 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻・法学部

経済法Ａ 1 2 演習Ⅰ 学士課程 1 4 法学部

現代経済法Ｂ 1 2

経済法Ｂ 1 2

現代経済法Ａ 1 2

経済法総合演習Ⅰ・経済法総合研究Ⅰ 修士課程・博士課程 1 4 法学政治学専攻・法学部

労働法Ｂ 1 2 労働法 学士課程 1 4 法学部

演習Ⅱ 学士課程 1 3 法学部

労働法学特殊演習・労働法学特別研究 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻

社会法総合演習Ⅰ・社会法総合研究Ⅰ 修士課程・博士課程 1 4 法学政治学専攻・法学部

社会法総合演習Ⅱ・社会法総合研究Ⅱ 修士課程・博士課程 1 2 法学政治学専攻・法学部

外国語特殊演習Ⅰ(英語)・専門外国語(英語) 修士課程・学士課程 1 2 法学政治学専攻・法学部

兼担 博士後期課程（D） 教授 會澤恒 比較法 英米法 1 2 2

兼担 博士後期課程（D） 教授 尾﨑一郎 法社会学 現代法社会論 1 2 2

16

専・他 法科大学院 准教授 池田悠 労働法 19

専・他 法科大学院 教授 中川晶比兒 経済法

12

専・他 法科大学院 教授 中山一郎 知的財産法 16.1

専・他 法科大学院 教授 上田信太郎 刑事訴訟法

23.4

専・他 法科大学院 教授 佐藤陽子 刑法 6

専・他 法科大学院 教授 野田耕志 商法

16

専・他 法科大学院 教授 林誠司 民法 19

専・他 法科大学院 教授 山下竜一 行政法

4.1

専・他 法科大学院 教授 西村裕一 憲法 14

実・み 法科大学院 特任教授 横山和可子 刑事実務 検察官 28.2

6

実・専 法科大学院 特任教授 仲世古善樹 刑事実務 弁護士 14.9 6.1

実・専 法科大学院 特任教授 見野彰信 法実務基礎 弁護士 22.2

6

実・専 法科大学院 特任教授 新川生馬 法実務基礎 弁護士 28.2 6

実・専 法科大学院 特任教授 林賢一 民事実務 弁護士 27.2

20

研・専 法科大学院 准教授 横路俊一 民事訴訟法 13

研・専 法科大学院 教授 城下裕二 刑法

16

研・専 法科大学院 教授 山本哲生 商法 11

研・専 法科大学院
教授
法科大
学院長

曽野裕夫 民法

行政法 7.4

研・専 法科大学院 教授 池田清治

研・専 法科大学院 教授 岸本太樹

民法 12

・大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして基準数以上の専任教員、並びに兼担及び兼任教員を配置していることを確認する。
・教員の年齢の構成が、著しく偏っていないことを確認する。

・他専攻、他研究科及び学部等（他大学の非常勤を含む。）を通じた各専任教員の授業負担について、学内における役職等への着任状況その他の当該法科大学院において必要とされる負担も踏まえて、適正な範囲（年間20単位以下であることが望ましく、年間30単位を超える場合には、適切な範囲内にあるとはいえない）にとどめられていることを確認する。

分類 所属 職名 性別 教 員 名 年齢 専門分野

実務経験年数 担当授業科目

備考
実務家教員の

職種 年数
自大学法科大学院担当授業科目 自大学他専攻等担当授業科目 他大学等担当授業科目 年間総

単位数



別紙様式１−２−１−１ 北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻

商法Ⅰ 1 2

商法Ⅱ 1 2

兼担 博士後期課程（D） 教授 川久保寛 社会保障法 社会保障法Ａ 1 2 2

兼担 博士後期課程（D） 教授 桑原朝子 日本法制史 日本法史 1 2 2

国際法Ａ 1 2

国際法Ｂ 1 2

憲法Ⅰ 1 2

憲法Ⅱ 1 1

国際私法 1 4

国際私法特論（臨時開講科目） 1 2

兼担 博士後期課程（D） 教授 根本尚徳 民法 民事法事例問題研究Ⅰ 2 2 2

現代倒産・執行法Ａ 1 2

現代倒産・執行法Ｂ 1 2

兼担 博士後期課程（D） 准教授 伊藤隼 民事訴訟法 民事法事例問題研究Ⅳ 2 2 2

兼担 博士後期課程（D） 准教授 徐行 中国法 アジア法 1 2 2

兼担 博士後期課程（D） 准教授 森悠一郎 法哲学 現代法哲学 1 2 2

兼担 博士後期課程（D） 教授 吉田 広志 知的財産法 知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1 0.1 0.1

兼担 専門職学位課程（P） 准教授 土井翔平 国際政治 国際公共政策学 1 2 2

兼担 専門職学位課程（P） 教授 空井護 政治学 政治過程論 1 2 2

兼担 専門職学位課程（P） 教授 山崎幹根 行政学 比較政府間関係論 1 2 2

刑事手続実務Ａ 1 0.7 オ

刑事手続実務Ｂ 1 0.7 オ

刑事裁判実務演習 1 0.7 オ

兼任 法科大学院 講師 髙橋和征 労働法 弁護士 労働法特論 1 2 2

兼任 法科大学院 講師 伊藤絢子 民法 弁護士 民事法基礎ゼミ 1 0.2 オ 0.2

兼任 法科大学院 講師 猪瀬健太郎 民法 弁護士 民事法基礎ゼミ 1 0.2 オ 0.2

兼任 法科大学院 講師 沖田尚 民法 弁護士 民事法基礎ゼミ 1 0.2 オ 0.2

兼任 法科大学院 講師 髙橋拓也 民法 弁護士 民事法基礎ゼミ 1 0.2 オ 0.2

兼任 法科大学院 講師 清平温子 民法 弁護士 民事法基礎ゼミ 1 0.2 オ 0.2

兼任 法科大学院 講師 大室直也 民法 弁護士 民事法基礎ゼミ 1 0.2 オ 0.2

兼任 法科大学院 講師 林順敬 刑事実務 弁護士 刑事法基礎ゼミ 1 0 オ 0

兼任 法科大学院 講師 鳥井賢治 刑事実務 弁護士 刑事法基礎ゼミ 1 0 オ 0

兼任 法科大学院 講師 中谷亜佑里 民法 弁護士 刑事法基礎ゼミ 1 0 オ 0

兼任 法科大学院 講師 山田幸司 民法 弁護士 民事法ゼミ 1 0.1 オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 鷲見圭一 民法 弁護士 民事法ゼミ 1 0.1 オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 縄野歩 民法 弁護士 民事法ゼミ 1 0.1 オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 皆川洋美 民法 弁護士 民事法ゼミ 1 0.1 オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 小川翔太郎 民法 弁護士 民事法ゼミ 1 0.1 オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 上村真太朗 民法 弁護士 民事法ゼミ 1 0.1 オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 小野寺優剛 民法 弁護士 民事法ゼミ 1 0.1 オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 横山浩之 刑事実務 弁護士 民事法ゼミ 1 0.1 オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 松田竜 企業法務 弁護士 企業法務 1 2 2

兼任 法科大学院 講師 坂本泰朗 現代倒産・執行法 弁護士 現代倒産・執行法Ｃ 1 2 2

兼任 法科大学院 講師 渡邉宙 法曹倫理 弁護士 法曹倫理Ⅱ 1 2 2

兼任 法科大学院 講師 木場知則 環境法 弁護士 環境法特論 1 2 2

兼任 法科大学院 講師 大崎康二 医療訴訟 弁護士 医療訴訟 1 2 2

兼任 法科大学院 講師 藤野忠 知的財産法 弁護士 知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1 0.1 集・オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 山本真祐子 知的財産法 弁護士 知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1 0.1 集・オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 韓相郁 知的財産法 弁護士（韓国） 知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1 0.1 集・オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 瀨戸悠介 公法実務 弁護士 公法実務演習 1 2 2

兼任 法科大学院 講師 藤原正則 民法 現代家族法 2 2 2

兼任 法科大学院 講師 長谷川晃 法哲学 現代法理論 1 2 2

兼任 法科大学院 講師 伊藤洋一 ヨーロッパ法 ヨーロッパ法 1 2 2

租税法Ａ 1 2

租税法Ｂ 1 2 集

兼任 法科大学院 講師 人見剛 地方自治法 地方自治法 1 2 集 2

兼任 法科大学院 講師 森戸英幸 労働法 労働法Ａ 1 2 集 2

兼任 法科大学院 講師 田村善之 知的財産法 知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1 0.1 集・オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 上野達弘 知的財産法 知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1 0.1 集・オ 0.1

兼任 法科大学院 講師 山根崇邦 知的財産法 知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1 0.1 集・オ 0.1

教員分類別内訳

研・専 6 1 0 0 7

実・専 4 0 0 0 4

実・み 2 0 0 0 2

学士課程 0 0 0 0 0

修士課程 0 0 0 0 0

博士前期課程 0 0 0 0 0

博士後期課程 0 0 0 0 0

専門職学位課程 8 1 0 0 9

学士課程 0 0 0 0 0

修士課程 0 0 0 0 0

博士前期課程 0 0 0 0 0

博士後期課程 0 0 0 0 0

専門職学位課程 0 0 0 0 0

兼担 12 4 0 0 16

兼任 0 0 73 0 73

32 6 73 0 111

(注） １．

２．

３．

４．

５．

法曹以外の実務経験を有する場合には『その他』と記入してください。また、「年数」については、当該教員の実務の経験年数を職種ごとに記入してください。

６．

７．

８．

９．

10．

乗じた単位数を記入してください。なお、単位数については、小数点第２位を四捨五入してください。（例：授業科目（２単位）の時間数が30時間で、当該授業科目を２人の教員で担当（担当する時間数は、それぞれ20時間と10時間）し、どちらも２クラスを担当する場合には、それぞれ、

２（単位）×２（クラス）×20（時間）÷30（時間）＝2.66・・・≒『2.7』、２（単位）×２（クラス）×10（時間）÷30（時間）＝1.32・・・≒『1.3』となります。）

教員一覧の「担当授業科目」の「集・オ・共」については、集中講義の場合には『集』と、オムニバス授業の場合には『オ』と、共同授業の場合は『共』と記入してください。なお、複数に該当する場合には、該当するものをすべて記入してください。

教員一覧の「担当授業科目」の「大学等名」については、自大学他専攻等を担当する教員の場合には、研究科・専攻名又は学部・学科名等を、他大学等を担当する教員の場合には、大学・研究科・専攻名又は大学・学部・学科名等を記入してください。

教員一覧の「年間総単位数」については、「自大学法科大学院担当授業科目」、「自大学他専攻等担当授業科目」、「他大学等担当授業科目」の合計を記入してください。

教員一覧の「所属」については、教員分類別内訳の「所属」をリストから選択してください。

教員一覧の「職名」については、教員分類別内訳の職種（教授、准教授、講師、助教）を記入してください。なお、研究科長、専攻長等に就いている場合には併せて記入してください。

教員一覧の「実務経験年数」及び「実務家教員の職種」については、教員分類別内訳の「分類」の「専任教員」に該当する実務家教員のみ記入してください。また、「実務家教員の職種」については、法曹としての実務の経験を有する場合には職種に応じて『裁判官』、『検察官』、『弁護士』と記入してください。

（例：裁判官の経験年数が７年１１ヶ月及び民間企業勤務の経験年数が６年１０ヶ月の教員の場合には、「実務家教員の職種」は『裁判官／その他』、「年数」は『７．１１／６．１０』となります。）

教員一覧の「担当授業科目」の「クラス数」については、１つの授業科目において、複数のクラスが開講されており、同一の教員が複数のクラスを担当している場合に、その担当クラス数を記入してください。なお、１クラスの場合も、『１』と記入してください。

教員一覧の「担当授業科目」及び「年間総単位数」に係る単位数の計算にあたり、複数教員による授業科目を担当する場合は、当該授業科目の単位数に対する担当する教員ごとの担当時間数の割合により記入してください。また、複数のクラスを担当している場合は、さらにクラス数を

兼任教員（他の大学等の教員等）

合計 6

評価実施年度の５月１日現在で記入してください。なお、授業科目名及び単位数は、カリキュラムの新旧を問わず、評価実施年度において各教員が担当する授業科目についてすべて記入してください。なお、受講者がいないため不開講となった授業科目についても記入してください。

教員一覧については、教員分類ごとに、教授、准教授、講師、助教の順に記入してください。なお、「分類」については、本様式の教員分類別内訳の「略称」をリストから選択してください。

兼担教員（学内の他学部等の教員）

実務家・みなし専任教員 2

兼務研究者・専任教員

専・他

兼務実務家・専任教員

助教
計

うち、法曹としての実務の経験を有する者

専任教員

専属専任教員

研究者・専任教員

法科大学院実務家・専任教員 4

分類 所属 略称 教授 准教授 講師

0

0

0

0

0

4

兼任 法科大学院 講師 新宅孝昭

租税法 4

刑事実務 裁判官 2.1

兼任 法科大学院 講師 藤谷武史

兼担 博士後期課程（D） 教授 山木戸勇一郎 民事訴訟法

3

兼担 博士後期課程（D） 教授 嶋拓哉 国際私法 6

兼担 博士後期課程（D） 教授 齊藤正彰 憲法

4

兼担 博士後期課程（D） 教授 児矢野マリ 国際法 4

兼担 博士後期課程（D） 教授 川村力 商法



別紙様式１−２−１−１ 北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻

11．

12．

13．

14． 教員一覧の31行目から400行目は非表示になっています。必要に応じ、再表示して記入してください。再表示しても行が足りない場合は、行の挿入により追加してください（プルダウン等の設定にご留意ください）。

「自大学法科大学院担当授業科目」に係る単位数となります。

教員一覧の「担当授業科目」の「自大学他専攻等担当授業科目」の「課程」については、学部の場合には『（B）』、修士課程・博士前期課程の場合には『（M）』、博士後期課程の場合には『（D）』、専門職学位課程の場合には『（P）』を記入してください。

修士課程の専任教員を法科大学院の専任教員と扱う場合は、専・他と分類してください。

教員分類別内訳の「分類」の「兼担教員（学内の他学部等の教員）」及び「兼任教員（他の大学等の教員等）」に該当する教員については、教員一覧にある「自大学他専攻等担当授業科目」及び「他大学等担当授業科目」の記入は必要ありません。この場合、「年間総単位数」については、



別紙様式１−２−１−２ 北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること

【分析の手順】

基準３－４　学位授与方針及び教育課程方針に則して、法科大学院にふさわしい授業形態及び授業方法が採用されていること

【分析の手順】

【分析の手順】

【分析の手順】

開設授業科目一覧（別紙様式１－２－１－２） 学期区分　：

LSの学生 LS外の学生 教員名 分類

○ 憲法Ⅰ 1 春 22.5 2 必修 毎年 講義 18 0 齊藤　正彰 兼担 4

○ 憲法Ⅱ 1 夏 12 1 必修 毎年 講義 19 0 齊藤　正彰 兼担 5

○ 行政法Ⅰ 1 秋 22.5 2 必修 毎年 講義 岸本　太樹 研・専 6

○ 行政法Ⅱ 1 冬 12 1 必修 毎年 講義 岸本　太樹 研・専 7

○ 公法事例問題研究Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①19, ②18 ①0, ②0 佐々木　雅寿 研・専 38

○ 公法事例問題研究Ⅱ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 山下　竜一 専・他 41

○ 公法事例問題研究Ⅲ 3 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①10, ②11 ①0, ②0
◎西村　裕一
岸本　太樹

研・専
専・他

43

○ 民法Ⅰ 1 春 34.5 3 必修 毎年 講義 18 0 池田 清治 研・専 8

○ 民法Ⅱ 1 夏 34.5 3 必修 毎年 講義 16 0 池田 清治 研・専 10

○ 民法Ⅲ 1 秋 22.5 2 必修 毎年 講義 池田 清治 研・専 12

○ 民法Ⅳ 1 冬 22.5 2 必修 毎年 講義 池田 清治 研・専 14

○ 商法Ⅰ 1 夏 22.5 2 必修 毎年 講義 17 0 川村　力 兼担 16

○ 商法Ⅱ 1 秋 22.5 2 必修 毎年 講義 川村　力 兼担 18

○ 商法Ⅲ 1 冬 22.5 2 必修 毎年 講義 山本　哲生 研・専 20

○ 民事訴訟法Ⅰ 1 秋 22.5 2 必修 毎年 講義 横路　俊一 研・専 22

○ 民事訴訟法Ⅱ 1 冬 12 1 必修 毎年 講義 横路　俊一 研・専 23

民事法基礎ゼミ 1 通年 12 1 選択 毎年 演習 ①8, ②7 ①0, ②0
①◎伊藤絢子・大室直也・沖田尚②
◎猪瀬健太郎・清平温子・髙橋 拓也

兼任 30

○ 民事法事例問題研究Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①21, ②19 ①0, ②0 根本　尚徳 兼担 45

○ 民事法事例問題研究Ⅱ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①20, ②17 ①0, ②0 曽野　裕夫 研・専 47

○ 民事法事例問題研究Ⅲ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 林　誠司 専・他 49

○ 民事法事例問題研究Ⅳ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①20, ②18 ①0, ②0 伊藤　隼 兼担 51

○ 現代家族法 3 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①11, ②10 ①0, ②0 藤原　正則 兼任 63

○ 商事法事例問題研究Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①19, ②18 ①0, ②0 山本　哲生 研・専 53

○ 商事法事例問題研究Ⅱ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 野田　耕志 専・他 55

現代民法(臨時開講科目） 2～3 後期 22.5 2 選択 毎年 講義 池田 清治 研・専 64

民事法ゼミ 2 通年 12 1 選択 毎年 演習 ①13, ②12, ③12 ①0, ②0, ③0

①◎鷲見圭一・上村真太朗・中谷亜
佑里②◎縄野歩・小川翔太郎・横山
浩之③◎山田幸司・皆川洋美・小野
寺優剛

兼任 67

○ 刑法Ⅰ 1 春 22.5 2 必修 毎年 講義 15 0 城下 裕二 研・専 24

○ 刑法Ⅱ 1 夏 22.5 2 必修 毎年 講義 17 0 佐藤 陽子 専・他 26

○ 刑事訴訟法Ⅰ 1 秋 22.5 2 必修 毎年 講義 上田 信太郎 専・他 28

○ 刑事訴訟法Ⅱ 1 冬 12 1 必修 毎年 講義 上田 信太郎 専・他 29

刑事法基礎ゼミ 1 通年 - 選択 毎年 演習 ①7,②8 ①0, ②0 ①林　順敬　②鳥井　賢治 兼任 34

○ 刑事法事例問題研究Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①22, ②15 ①0, ②0 城下 裕二 研・専 57

○ 刑事法事例問題研究Ⅱ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①19, ②18 ①0, ②0 佐藤 陽子 専・他 60

○ 刑事法事例問題研究Ⅲ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 仲世古 善樹 実・専 62

刑事訴訟法事例問題演習
(臨時開講科目）

2～3 前期 22.5 2 選択 毎年 演習 23 0 横山　和可子 実・み 65

刑事法ゼミ 2 後期 - 選択 毎年 演習 ◎仲世古善樹　横山浩之 実・専，兼任 73

○ 法曹倫理Ⅰ 3 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 新川　生馬 実・専 74

法曹倫理Ⅱ 3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 演習
①新川　生馬
②渡邊　宙

実・専
兼任

76

○ 民事実務演習Ａ 3 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 ①8, ②5, ③8 ①0, ②0, ③0 林　由希子 実・み 80

民事実務演習Ｂ 3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 ①11, ②9 ①0, ②0 林　賢一 実・専 82

○ 刑事手続実務Ａ 3 後期 22.5 2 必修 毎年 演習
◎仲世古義樹・横山和可子・新宅孝
昭

実・専，実・み，
兼任

84

○ 刑事手続実務Ｂ 3 後期 22.5 2 必修 毎年 演習
◎仲世古義樹・横山和可子・新宅孝
昭

実・専，実・み，
兼任

87

刑事裁判実務演習 3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 演習
◎仲世古義樹・横山和可子・新宅孝
昭

実・専，実・み，
兼任

2 89

ローヤリング＝クリニックＡ 2～3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 ①12, ②9 ①0, ②0 見野　彰信 実・専 93

ローヤリング＝クリニックＢ 2～3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 見野　彰信 実・専 95

エクスターンシップⅠ 2～3 通年 12 1 選択必修 毎年 演習 山下　竜一 専・他 97

エクスターンシップⅡ 2～3 通年 22.5 2 選択必修 毎年 演習 山下　竜一 専・他 99

公法実務演習 3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 演習 瀬戸　悠介 兼任 2 91

現代法哲学 1～3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 森　悠一郎 兼担 149

現代法社会論 1～3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 尾崎　一郎 兼担 150

現代法理論 1～3 前期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 8 4 長谷川　晃 兼任 151

日本法史 1～3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 9 1 桑原　朝子 兼担 152

西洋法史 1～3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 田口　正樹 兼任

ローマ法 1～3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 水野　浩二 兼担

法と経済学 1～3 後期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ◎会沢　恒，野田耕志，中川晶比兒
兼担
専・他

英米法 1～3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 会沢　恒 兼担 154

ヨーロッパ法 1～3 前期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 3 5 伊藤　洋一 兼任 156

アジア法 1～3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 徐　行 兼担 157

政策分析 1～3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 宮脇　淳 兼任

比較政府間関係論 1～3 前期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 6 13 山崎　幹根 兼担 158

政治過程論 1～3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 空井　護 兼担 160

国際公共政策学 1～3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 3 20 土井　翔平 兼担 162

現代倒産・執行法Ａ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 13 2 山木戸　勇一郎 兼担 102

現代倒産・執行法Ｂ 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 山木戸　勇一郎 兼担 103

現代倒産・執行法Ｃ 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 坂本　泰朗 兼任 104

租税法Ａ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 3 4 藤谷　武史 兼任 118

租税法Ｂ 2･3 夏季集中 22.5 2 選択必修 毎年 講義 1 0 藤谷　武史 兼任 120

経済法Ａ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 8 6 中川晶比兒 専・他 112

経済法Ｂ 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 中川晶比兒 専・他 114

現代経済法Ａ 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 中川晶比兒 専・他 116

現代経済法Ｂ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 5 0 中川晶比兒 専・他 117

知的財産法Ａ 1･2･3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 24 6 中山　一郎 専・他 105

知的財産法Ｂ 1･2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 中山　一郎 専・他 107

知的財産法Ｃ（臨時開講科目） 1･2･3 夏季集中 12 1 選択必修 毎年 講義 10 6
◎中山　一郎
吉田　広志

専・他
兼担

109

現代知的財産法Ａ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 11 4 中山　一郎 専・他 110

現代知的財産法Ｂ 2･3 後期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 中山　一郎 専・他 111

現代知的財産法Ｃ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 中山　一郎 専・他

現代知的財産法Ｄ 2･3 後期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 中山　一郎 専・他

労働法Ａ 2･3 夏季集中 22.5 2 選択必修 毎年 講義 21 2 森戸　英幸 兼任 129

労働法Ｂ 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 池田　悠 専・他 131

労働法特論 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 高橋　和征 兼任 133

環境法 2･3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 10 2 山下　竜一 専・他 125

環境法特論 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 木場　知則 兼任 136

国際法Ａ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 2 0 児矢野　マリ 兼担 140

国際法Ｂ 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 児矢野　マリ 兼担 141

国際人権法 2･3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 児矢野　マリ 兼担

国際私法 2･3 前期 45 4 選択必修 毎年 講義 3 0 嶋　拓哉 兼担 144

国際取引法 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 曽野　裕夫 研・専 142

国際私法特論(臨時開講科目) 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 嶋　拓哉 兼担 146

現代企業法Ⅰ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 5 0 野田　耕志 専・他 101

現代企業法Ⅱ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 野田　耕志 専・他

社会保障法Ａ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 5 0 川久保　寛 兼担 134

社会保障法Ｂ 2･3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 川久保　寛 兼担

企業法務 2･3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 8 0 松田　竜 兼任 122

フィールドワーク 2･3 通年 12 1 選択必修 毎年 演習 山下　竜一 専・他 123

情報法 2･3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 村上　裕章 兼任

地方自治法 2･3 夏季集中 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 7 11 人見　剛 兼任 127

医療訴訟 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 大崎　康二 兼任 137

司法制度論 2･3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 林　賢一 実・専 138

研究論文 3 通年 22.5 2 選択必修 毎年 演習 1 0 山下　竜一 専・他 148

（注）

応用科目

15

4

3

倒産法

76

上記以外

知的財産法

労働法

環境法

国際関係法（公法系）

4

4

4

基礎科目

28

租税法

経済法

法文書作成

法情報調査

　基礎法学・隣接科目

法
律
実
務
基
礎
科
目

模擬裁判

ローヤリング

クリニック

公法系訴訟実務の基礎

エクスターンシップ

民事訴訟実務の基礎

刑事訴訟実務の基礎

法曹倫理

展
開
・
先
端
科
目

国際関係法（私法系）

授業方法
（形態）

受講学生数

・少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い授業方法を基本としつつ、例えば法律基本科目の基礎科目においては、基礎的な学識を涵養するために適切な方法で授業が実施されていることを確認する。

授業科目名
配当
年次

学期 時間数 単位数連携開設科目 備考

2学期制(未修1年生のみ4学期制)を採用

必修・選択
等

開講方法科　　　目

公法系科目
（憲法・行政法）

基礎科目

12

応用科目

民事系科目
（民法・商法・民事訴訟法）

基礎科目

37

応用科目

１．評価実施年度の５月１日現在で、当該年度開設授業科目（当該年度入学者適用）を記入してください。なお、評価実施年度に開講されていない授業科目（不開講、隔年開講等）についても記入してください。不開講の授業科目については、その理由を　「備考」に簡潔に（例：教員未定のため、

　　カリキュラム改編による当該配当年次未開講など）記入してください。

２．「学期区分」については、採用している学期の種類（セメスター制、トリメスター制等）を記入してください。

５．「授業科目名」については、開設している授業科目を、４つの科目（法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目）に区分整理して記入してください。ただし、４つの科目に区分することができない授業科目については、新たに科目分野を設けて記入してください。

　　法律基本科目の中で、公法系・民事系・刑事系の３つの系に区分することができない授業科目については、これら３つの系の下に枠を設けて追記してください。

６．「配当年次」については、配当年次が複数ある場合は、該当する配当年次をすべて記入してください（例：２、３年次配当の場合は、『２・３』と記入してください。）。

７．「学期」については、『前期』、『後期』等の区分を記入してください。また、集中講義を行っている場合には、『前期集中』、『後期集中』、『夏季集中』等の区分を記入してください。

８．「時間数」については、当該開設授業科目における総時間数（例：９０分授業が１５週行われる場合には、２２．５時間となります。）を記入してください。ただし、試験時間については、含まないものとします。

９．「単位数」については、規則等により定められた当該授業科目の単位数を記入してください。１つの授業科目が複数クラス開講されている場合には、重複して加算しないでください。

10．「必修・選択等」については、『必修』、『選択』、『選択必修』等の区分を記入してください。

11．「開講方法」については、『毎年』、『隔年』の区分で記入してください。なお、隔年開講については、今年度開講していれば『隔年○』、開講していなければ『隔年×』と記入してください。また、毎年開講するが、評価実施年度は不開講の授業科目については、『毎年（不開講）』と記入してください。

　　さらに、その理由を「１」のとおり、「備考」に記入してください。

12．「授業方法（形態）」については、『講義』、『演習』、『実習』等各授業科目の実施形態を記入し、これらを組み合わせている場合には該当する形態をすべて記入してください。

13．「受講学生数」については、「ＬＳの学生」には当該法科大学院の学生の人数を、「ＬＳ外の学生」には当該法科大学院の学生以外の人数をそれぞれ記入してください。また、同一授業科目を複数クラス開講している場合には、それぞれ記入してください。

　　該当する授業科目の単位数の合計を記入してください（R列には数式を設定しております。列の挿入等により、参照範囲がずれた場合には修正してください。直接数値を記入していただいてもかまいません）。

16．「シラバス等のページ」については、シラバス等の授業計画を記載した冊子中の該当ページを記入してください。

　　（例：同一授業科目が２クラス開講されており、それぞれ５０人（うち、ＬＳ外の学生は２人）と４０人（うち、ＬＳ外の学生は０人）の場合には、「ＬＳの学生」には『①４８、②４０』と記入し、「ＬＳ外の学生」には『①２、②０』と記入してください。）

　　なお、後期や集中講義時に開講のため、５月１日現在で人数が未定の場合は空欄のままとしてください。

14．「担当教員」の「教員名」については、１つの授業科目を複数教員が担当している場合には、担当教員全員を記入し、当該授業科目の内容、実施及び成績評価について責任を持つ教員には、氏名の前に『◎』を付してください。また、１つの授業科目が複数クラス開講されている場合は、

　　各クラスの担当教員についてそれぞれ記入してください。（例：①◎A教員、B教員②◎A教員、C教員）なお、「分類」については、別紙様式１－２－１－１の教員分類別内訳 の「分類」の「略称」により、記入してください。

15．「開設単位数合計」については、法律基本科目の公法系・民事系・刑事系の各系、法律実務基礎科目の法曹倫理、民事訴訟実務の基礎、刑事訴訟実務の基礎の各科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の各科目区分がそれぞれ一つの枠になっていますので、それぞれに

３．「主要授業科目」については、大学設置基準第10条に規定する教育上主要と認める授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

４．「連携開設科目」については、専門職大学院設置基準第６条の３に規定する他の大学院と連携して開設する授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

・授業の内容及び方法等が、大学設置基準等各設置基準の規定を満たしており、それらが学生に対して明示されていることを確認する。

分析項目３－４－５　各授業科目における授業時間の設定が、単位数との関係において法令に則したものとなっていること

・授業時間の設定が、授業の方法（講義、演習、実習）に応じて、単位数との関係において法令に則したものとなっていることを確認する。

担当教員
開設単位数
合　　　　計

主要授業科目
シラバス等の

ページ

分析項目３－４－４　同時に授業を行う学生数は少人数が基本とされ、特に法律基本科目については原則として50人以下となっていること

・法律基本科目において同時に授業を行う学生数が50人を超える授業科目がある場合は、教育上の必要性と十分な教育効果が上げられるものとなっていることを確認する。

・教育上主要と認める授業科目の定義を確認し、該当する授業科目への専任の教授又は准教授の配置状況（該当する授業科目数、そのうち専任の教授又は准教授が担当する科目数、専任の講師が担当する科目数）を確認する。
※教育上主要と認める授業科目への専任の教授・准教授の担当に関しては、実際に授業を担当しない場合でも、専任の教授又は准教授が授業の内容、実施、成績に関して責任を持っている場合は、その授業科目を分析項目の状況に準ずるものとして分析することが可能

分析項目３－４－１　授業科目の区分、内容及び到達目標に応じて、適切な授業形態、授業方法が採用され、授業の方法及び内容が学生に対して明示されていること

法
律
基
本
科
目

刑事系科目
（刑法・刑事訴訟法）



別紙様式１−２−２ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 

 

分析項目１－２－２ 法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議（以下「教授会等」という。）及び専任の長が置かれ、必要な活動を行っているこ

と 

※「法科大学院の運営に関する重要事項」とは、法科大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重要事項をいう。 

 

【分析の手順】  

・教授会等について、構成、所掌事項等を確認する。 

・教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績を確認する。 

 

教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式１－２－２） 

会議等名称 規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

北海道大学法学研究科教授会 原則月１回 11 回 

北海道大学法学研究科法科大学院教員会議 原則月１回 11 回 

 



別紙様式１－２－５ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 
 

分析項目１－２－５ 管理運営に従事する教職員の能力の質の向上に寄与するため、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）を実施していること 

※「スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）」とは、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上さ

せるための研修の機会を設けるとともに、その他必要な取組を行うことをいう。 

 

【分析の手順】  

・ＳＤの実施内容・方法及び実施状況（参加状況を含む。）を確認する。 

 

ＳＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式１－２－５） 

研修会等の名称 主催 実施内容・方法 対象者 法科大学院からの 

参加者数 

オンライン授業実践におけるお悩み相

談会 

北海道大学高等教育

推進機構高等教育研

修センター 

Zoom によるオンライン開催にてオンライン授

業実践に関する情報交換を実施。教員や事務職

員が抱える授業を実施している中で生まれた

疑問や課題について提示し意見交換するとと

もに実情を情報共有し，今後の授業展開に結び

つける実践的な相談会を実施した。 

□役員 

■教員 

■事務職員 

       ２人 

令和３年度法科大学院ＦＤ/ＳＤ研修

会 

北海道大学法科大学

院 

Webex によるオンライン開催にてメンタルヘ

ルス講習を実施。北海道大学学生相談室長を講

師として学生相談時の対応事例・姿勢・予防に

向けた取組等について講演頂き，意見交換を実

施し，今後の学生支援に理解を深めた。北海学

園大学教職員も参加。 

□役員 

■教員 

■事務職員 

      ２９人 



別紙様式１－２－５ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

令和３年度法学研究科ＦＤ 
北海道大学法学研究

科 

Webexによるオンライン開催にて，北海道大学

ハラスメント相談室より講師を招き，ハラスメ

ントの状況及びその防止に関する講習を実施

し，今後のハラスメント予防に理解を深めた。 

□役員 

■教員 

■事務職員 

１７人 

令和３年度北海道大学情報セキュリテ

ィセミナー 

北海道大学情報環境

推進本部 

Webex によるオンライン開催にて研究におけ

るクラウドの取扱い，メールによる詐欺の事

例・対処について講習を実施し，今後のセキュ

リティ対策に理解を深めた。 

□役員 

■教員 

■事務職員 

１８人 

令和３年度北海道大学事務職員オンラ

イン英語学習支援事業 
北海道大学 

オンライン英語教材による自学学習を通じて

英語能力の向上に結びついた。 

□役員 

□教員 

■事務職員 

１人 

令和３年度北海道大学事務職員オンデ

マンド学習支援事業 
北海道大学 

業務の効率化に資するため，オンデマンド学習

教材による自学自習を通して，ビジネススキル

の向上，業務の質の向上に結びついた。 

□役員 

□教員 

■事務職員 

３人 

令和２年度法学研究科ＦＤ 
北海道大学法学研究

科 

北海道大学学生相談室より講師を招き，コロナ

禍における学生支援と称して，学生の悩みの内

容・傾向を理解し，予防に向けた取組の紹介が

あり，コロナ禍の学生支援について理解を深め

た。 

□役員 

■教員 

■事務職員 

１８人 

令和元年度法学研究科ＦＤ 
北海道大学法学研究

科 

情報機器ならびにソーシャルネットワークサ

ービスの適切な利活用について，情報セキュリ

ティ対策室長より講演を頂き，質疑応答，意見

交換にて見識を深めた。 

□役員 

■教員 

■事務職員 

１６人 

令和元年度文系学部共同ＦＤ 北海道大学文学研究 危機対応マニュアルと文系部局に係る今後の □役員 ７人 



別紙様式１－２－５ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

院・法学研究科・教育

学研究院・経済学研究

院 

防災計画について産学・地域協働推進機構リス

ク管理・危機管理の専門家により講演を頂き，

質疑応答，意見交換にて見識を深めた。 

■教員 

■事務職員 

 



別紙様式１－３－１ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 
 

分析項目１－３－１ 法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法科大学院の目的、方針その他法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公

表していることを確認する。 

 

法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－１） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URLではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 Noを記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

 《学校教育法 第 109 条》 

１ 第１項 

 

 

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科

学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、

組織及び運営並びに施設及び設備（次項及び第五項におい

て「教育研究等」という。）の状況について自ら点検及び評

価を行い、その結果を公表するものとする。 

https://www.hokudai.ac.jp/pr/tenken/tenken/self/index.html 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/rating-2.html 

 《学校教育法施行規則 第 158 条》 

２  

 

 

学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させ

る大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況につい

て、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、

その結果を公表しなければならない。 

※該当する場合のみ記載 

 

 

 《学校教育法施行規則 第 172 条の２》 

３ 第１項 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報

を公表するものとする。 

 

https://www.hokudai.ac.jp/pr/tenken/tenken/self/index.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/rating-2.html


別紙様式１－３－１ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

４  一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項

の規定により定める方針に関すること 
（教育研究上の目的） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about.html 

（第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること）

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/policy-2.html 
５  二 教育研究上の基本組織に関すること https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about.html 

６  三 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績

に関すること 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/general/staff/ls.html 

７  四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は

修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学

及び就職等の状況に関すること 

（入学者の数、収容定員及び在学する学生の数） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

（卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職

等の状況に関すること） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data30.html 

８  五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画

（大学設置基準第十九条の二第一項（大学院設置基準第十

五条において読み替えて準用する場合を含む。）、専門職大

学設置基準第十一条の二第一項、専門職大学院設置基準第

六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び

専門職短期大学設置基準第八条の二第一項の規定により

当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目（次号にお

いて「連携開設科目」という。）に係るものを含む。）に関

すること 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/archives/5085// 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/current/ls.html 

９  六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含

む。）及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関する

こと 

※No17～18に記載 

 

10  七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環

境に関すること 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/facilities.html 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 

５．学修支援態勢の整備 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/policy-2.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/general/staff/ls.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data30.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/archives/5085/
https://www.juris.hokudai.ac.jp/current/ls.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/facilities.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html


別紙様式１－３－１ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

11  八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関するこ

と 

※No25に記載 

12  九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係

る支援に関すること 

https://www.hokudai.ac.jp/gakusei/campus-life/support/ 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/current/support/madoguchi.html 

 

13 第２項 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に

掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九

十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求

められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行

う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表

するものとする。 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/general/staff/ls.html 

14 第４項 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応

じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に

公表するよう努めるものとする。 

 

※No16に記載 

 《法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律第５条》 

15  法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教

育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学

者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとす

る。 

 

16  一 当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修

する上で求められる学識及び能力 
https://www.juris.hokudai.ac.jp/current/ls/curriculum_map.html 

17  二 当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況 https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee.html 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 

4．成績評価 

18  三 当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状

況 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html  

１．要修得単位等（１） 

https://www.hokudai.ac.jp/gakusei/campus-life/support/
https://www.juris.hokudai.ac.jp/current/support/madoguchi.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/general/staff/ls.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/current/ls/curriculum_map.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html


別紙様式１－３－１ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

19  四 当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状

況 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data30.html 

20  五 その他文部科学省令で定める事項 ※No22～27に記載 

 《専門職大学院設置基準 第 20条の７》 

21  連携法第五条第五号の文部科学省令で定める事項は、次に

掲げるものとする。 

 

22 
 

一 入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学

者選抜の実施状況に関すること 
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/entry-2-2/data10.html 

23  二 当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内

で修了した者の占める割合及び年度当初に当該法科大学

院に在籍した者のうち当該年度途中に退学した者の占め

る割合 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

24  三 当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科目若

しくは応用科目又は選択科目として開設するものの名称 
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 

25  四 授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用

及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関

すること 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/covid19/rinji5.html 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/covid19/rinji4.html 

26  五 当該法科大学院に入学した者のうち連携法第十条第一

号又は第二号に該当していた者それぞれの占める割合及

びこれらの号に該当していた者（当該法科大学院の課程を

修了した者又は同課程に在学する者に限る。）であって、司

法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）第一条第一項に

規定する司法試験（以下単に「司法試験」という。）を受け

たもののうち当該試験に合格したものの占める割合 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data20.html 

27  六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連

携協定（第二十条の八第二項において「認定法曹養成連携

※該当する場合は、別紙様式１－３－２に記載（当様式には記載不要） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data30.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/entry-2-2/data10.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/covid19/rinji5.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/covid19/rinji4.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html
https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data20.html


別紙様式１－３－１ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

協定」という。）の目的となる法科大学院（以下「認定連携

法科大学院」という。）にあっては、当該認定連携法科大学

院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院における

教育との円滑な接続を図るための大学の課程（以下「認定

連携法曹基礎課程」という。）を修了して当該認定連携法科

大学院に入学した者の占める割合及び当該認定連携法曹

基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学した

者（当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課

程に在学する者に限る。）であって、司法試験を受けたもの

のうち当該試験に合格したものの占める割合 



別紙様式１−３−２ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 
 

分析項目１－３－２ 法曹養成連携協定を締結している場合は、法曹養成連携協定に関連して法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公表

していることを確認する。 

 

法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－２） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URL ではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 No を記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

 《専門職大学院設置基準 第 20 条の７》 

１ 第１項 

 

 

六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連

携協定（第二十条の八第二項において「認定法曹養成連

携協定」という。）の目的となる法科大学院（以下「認定

連携法科大学院」という。）にあっては、当該認定連携法

科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院に

おける教育との円滑な接続を図るための大学の課程（以

下「認定連携法曹基礎課程」という。）を修了して当該認

定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認

定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院

に入学した者（当該認定連携法科大学院の課程を修了し

た者又は同課程に在学する者に限る。）であって、司法試

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

 

 



別紙様式１−３−２ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める

割合 

 《法曹養成連携協定に関する運用ガイドライン ５ その他法科大学院に求められる事項（１）法科大学院の教育課程等の公表》 

２  ① 教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められ

る学識及び能力 

（教育課程） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 

（当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/current/ls/curriculum_map.html 

３  ② 成績評価の基準及び実施状況 （成績評価の基準）教育の質保証 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/policy-2.html 

（実施状況）４成績評価 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 

４  ③ 修了認定の基準及び実施状況 （修了認定の基準）１要修得単位等（１）修了要件及び要修得単位 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 

（実施状況） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

５  ④ 司法試験法第４条第２項第１号の規定による認定の基

準及び実施状況 

※令和４年度においては、認定の基準のみ公表対象 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 

２（７） 

６  ⑤ 修了者の進路に関する状況 https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data30.html 

７  ⑥ 志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に

関すること 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/entry-2-2/data10.html 

８  ⑦ 標準修業年限修了率及び中退率 https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

９  ⑧ 法律基本科目のうちの基礎科目及び応用科目並びに各

選択科目にそれぞれ該当する、法科大学院で開設される科

目 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/curriculum.html 



別紙様式１−３−２ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

 

10  ⑨ 授業料等、法科大学院が徴収する費用や修学に係る経済

的負担の軽減を図るための措置 

https://www.hokudai.ac.jp/gakusei/campus-

life/certificates/tuition.html 

11  ⑩ 社会人・法学未修者の入学者の割合とそれらの司法試験

合格率 

（入学者割合） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

（司法試験合格率） 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data20.html 

12  ⑪ 文部科学大臣が認定した法曹養成連携協定の目的とな

る連携法科大学院（以下「認定連携法科大学院」という。）

に入学した者のうち、当該協定の目的となる法曹コース

（以下「認定法曹コース」という。）からの入学者の割合と

その司法試験合格率 

※令和４年度においては、法曹コースからの入学者の割合のみ公表対象 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/about/data10joukyou.html 

13  ⑫ 在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率 ※令和４年度においては、公表対象外（在学中受験は令和５年度から実施さ

れるため） 
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基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－１ 法科大学院における教育活動等の質及び学生の学習成果の水準について、継続的に維持、改善及び向上を図るための体制を整備して

いること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に責任を持つ組織及び責任者の役職名（大学における最終的な責任者が学長であることを前提として、法科大学院における教育活動

等の質保証に関して最終的な責任をもつ者）が定められていることを確認する。 

・教育課程、入学者の受入れ、施設及び設備、学生支援等について責任を持つ組織と、自己点検・評価の責任者との連携の状況（委員会等の組織の名称と体

制。複数の組織が共同して行う場合はすべてを記載）を確認する。 

 

責任体制等一覧（別紙様式２－１－１） 

確認すべき要素 法科大学院における状況 根拠規定 

自己点検・評価の実施に責任を持つ組織 

法学研究科・法学部評価委員会，法科大学院点検評価専門委員会 

北海道大学大学院法学研究科・法学

部評価内規 

北海道大学法科大学院点検評価専

門委員会に関する申し合わせ 

北海道大学法科大学院における内

部質保証に関する申し合わせ 

自己点検・評価の実施にかかる責任者の役職名 法学研究科長 〃 

教育課程、入学者の受入れ、施設設備、学習支援

等について責任を持つ組織と自己点検・評価の責

任者との連携状況 

１）法学研究科教授会は，自己点検・評価の実施を評価委員会

へ指示する。 

２）評価委員会は１）の指示により必要に応じて専門委員会に法

        〃 

北海道大学法科大学院教員会議内

規 
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科大学院の自己点検・評価を実施指示する。 

３）専門委員会は，２）の指示により法科大学院の点検及び評価

を行い，「申し合わせ」３．で定める別記様式１により，その

状況を法科大学院教員会議に報告する。 

４）法科大学院教員会議は，３）の報告内容を審議し専門委員会

に結果を報告する。 

５）専門委員会は，４）の報告内容を審議し評価委員会に報告す

る。 

６）評価委員会は，５）の報告内容を審議し法学研究科教授会に

報告する。 

７）法学研究科教授会は６）の報告内容に基づき，改善・向上に

取り組む。また，必要に応じて，評価委員会へ改善・向上計画

の検討を指示する。 

８）評価委員会は７）の指示により専門委員会に改善・向上計画

の検討を指示する。 

９）専門委員会は８）の指示により改善計画を検討し法科大学院

教員会議に改善・向上計画案を提示する。 

10）法科大学院教員会議は９）の提示による，改善・向上計画案

を検討・実施し専門委員会へ報告する。 

11）専門委員会は 10）の報告内容を審議し評価委員会へ報告す

る。 

12）評価委員会は 11）の報告内容を審議し法学研究科教授会へ報

告する。 

 

 



別紙様式２−１−２ 
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基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－２ 教育課程連携協議会が設けられていること 

 

【分析の手順】  

・関係法令に則して教育課程連携協議会が設置されていることを確認する。 

 

教育課程連携協議会の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式２－１－２） 

規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

規程上は開催頻度について明記していないが，通例，年 1 回開催している。 

 

 

令和 4 年 3月 7 日オンライン開催 
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基準２－２（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価を行うための手順が明確に規定され、適切に実施されていること 
 

分析項目２－２－１ 自己点検・評価を実施するための評価項目が適切に設定されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価を実施するための評価項目が各法科大学院の実情に応じて適切に設定されていることを確認する。 

 

分析項目２－２－２ 自己点検・評価に当たっては、具体的かつ客観的な指標・数値を用いて教育の実施状況や教育の成果が分析されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に当たり、司法試験合格率、共通到達度確認試験の成績、標準修業年限内修了率、留年率等の具体的かつ客観的な指標・数値を用い

て分析が行われていることを確認する。 

 

分析項目２－２－３ 自己点検・評価に当たっては、共通到達度確認試験の成績等も踏まえ、法学未修者に対する教育の実施状況及び教育の成果が分析さ

れていること 

 

【分析の手順】  

・共通到達度確認試験の成績等を踏まえて法学未修者の教育の実施状況について点検・評価を実施していることを確認する。 

 

 

基準２－４（重点評価項目） 教育活動等の状況についての自己点検・評価に基づき教育の改善・向上の取組が行われていること 
 

分析項目２－４－１ 教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、計画に基づいて取組がなさ

れ、実施された取組の効果が検証されていること 

 

【分析の手順】 

・教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、実施状況及び成果を確認する。 
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自己点検・評価の実施状況が確認できる資料（過去５年分）（別紙様式２－２－１） 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

法科大学院 

教員会議 

平成

30

年 

３月 

平成 29年度受審法科大

学院認証評価おいて是正

される必要あるとされた

事項 

授業科目「知的財産法Ｃ」について、履修登録可

能な単位数の上限から除外することとされている

が、当該授業科目の内容はエクスターンシップや

クリニック等実習の授業科目には当たらず、履修

登録単位数の上限の例外とする取扱いを是正する

必要がある。【基準３－３－１：重点基準】 

平成 30年度入学生

から、授業科目「知

的財産法 C」につい

て、履修登録可能な

単位数の上限に含め

るものとした（平成

30年度学生便覧の修

正で対応）。なお、

平成 29年度以前入

学生に関しては、履

修条件の不利益変更

となるため、従来通

りの扱いとしてい

る。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

平成 29年度受審法科大

学院認証評価おいて改善

を要する点とされた事項 

法律基本科目の授業科目すべてが選択必修科目と

され、法科大学院教育で一般的に必要とされる内

容が、学生の履修選択によっては履修することな

く修了することが可能とされており、必修科目、

選択必修科目の分類が適切に行われるよう、改善

を図る必要がある。 

（平成 30年度） 

選択必修科目を必修

科目にするなどの方

向で検討中である。 

（令和元年度） 

平成 31年度入学者

より，基礎プログラ

ムの憲法Ⅰ～Ⅱ，行

政法Ⅰ～Ⅱ，民法Ⅰ

～Ⅳ，商法Ⅰ～Ⅲ，

民事訴訟法Ⅰ～Ⅱ，

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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刑法Ⅰ～Ⅱ，刑事訴

訟法Ⅰ～Ⅱの 17科

目 32単位を必修科

目とした。また，深

化プログラムの公法

事例問題研究Ⅰ～

Ⅲ，民事法事例問題

研究Ⅰ～Ⅳ，商事法

事例問題研究Ⅰ～

Ⅱ，刑事法事例問題

研究Ⅰ～Ⅲ，現代家

族法の 13科目 26単

位を必修科目とし

た。 

（令和２年度） 

上記の方針の下での

履修指導を継続し

ている。 

（令和３年度） 

上記の方針の下での

履修指導を継続して

いる。 

法律実務基礎科目のうち法曹倫理について、２授

業科目が選択必修科目とされているものの、基準

２－１－６（１）アで規定する内容が、必ずしも

適切に整理されておらず、必修科目、選択必修科

目の分類が適切ではないため、いずれかを必修科

目として、学生に必ず履修させるなどの改善を図

（平成 30年度） 

いずれかを必修科目

とする方向で検討中

である。 

（令和元年度） 

平成 31年度入学者

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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る必要がある。 より，法曹倫理Ⅰ

（２単位）を必修科

目とした。 

（令和２年度） 

上記の方針の下での

履修指導を継続して

いる。 

（令和３年度） 

上記の方針の下での

履修指導を継続して

いる。 

法律実務基礎科目のうち刑事訴訟実務の基礎につ

いて、３授業科目が選択必修科目とされているも

のの、基準２－１－６（１）ウで規定する内容

が、必ずしも適切に整理されておらず、必修科

目、選択必修科目の分類が適切ではないため、い

ずれかを必修科目として、学生に必ず履修させる

などの改善を図る必要がある。 

（平成 30年度） 

いずれかを必修科目

とする方向で検討中

である。 

（令和元年度） 

３授業科目のうち，

１科目を必修化する

方向で検討中であ

る。 

（令和２年度） 

上記の対応につい

て，３名の実務家教

員を交えて意見交換

を行い，司法試験の

変更後の実施時期を

考慮した上で，遅く

とも令和４年度から

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 



別紙様式２－２－１ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

実施できるよう，引

き続き検討中であ

る。 

（令和３年度） 

上記の検討の結果，

従来のカリキュラム

を再編成して，必修

科目として刑事手続

実務 A（秋学期）お

よび B（冬学期），選

択必修科目として刑

事裁判実務演習（第

２学期）を設置する

こととし，令和３年

度入学者から新カリ

キュラムを適用して

いる。 

一部の授業科目において、所定の授業時間と異な

る授業時間で授業が実施されていることについ

て、過不足が生じる事態が常態化しており、特

に、所定の授業時間を超えた補講の実施状況か

ら、補講を前提とした授業計画が策定されている

とうかがえるものがあるため、組織として改善す

る必要がある。 

（平成 30年度） 

平成 30年度から，

授業時間の過不足を

教務委員がチェック

し，必要に応じてそ

の理由を担当教員に

確認する仕組みを導

入した。 

（令和元年度） 

上記仕組みを新学期

開始時に各授業担当

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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教員にメールで再度

周知した。 

（令和２年度） 

平成 30年度に導入

した仕組みを教員会

議において再度確認

した。 

（令和３年度） 

上記と同様の確認を

教員会議において実

施した。 

一部の授業科目の補講が、同一日に３～４コマ分

実施されており、学生の履修上過密性が見受けら

れるため、改善を図る必要がある。 

（平成 30年度） 

法科大学院教員会議

において，同一日に

３コマ以上の補講を

実施することは避け

ることが承認され，

各授業担当教員に周

知徹底を図った。 

（令和元年度）  

上記内容を新学期開

始時に各授業担当教

員にメールで再度周

知した。 

（令和２年度） 

平成 30年度に承認

した補講時の留意点

を教員会議において

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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再度確認した。 

（令和３年度） 

上記と同様の確認を

教員会議において実

施した。 

相互に関連を有し、多数の学生が履修している複

数の選択必修の授業科目において、同一日に複数

の授業が実施されており、多数の学生が同一日に

６コマ分の授業を履修していることから、学生の

履修上過密性が見受けられるため、授業の実施時

間について改善する必要がある。 

（平成 30年度） 

対応について現在検

討中である。 

（令和元年度） 

対応について引き続

き検討中である。 

（令和２年度） 

選択科目について，

一日に集中すること

のないよう，時間割

作成時にコマ配置に

留意するルールを設

定し，令和３年度よ

り運用することとし

た。 

（令和３年度） 

上記の令和２年度に

設定したルールに基

づき，時間割作成時

に選択科目のコマ配

置に留意するととも

に複数クラスで配置

されている必修科目

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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の配置の講時に配慮

したコマ配置とする

ことを確認し時間割

を作成した 

到達目標にあるもののうち、授業で直接取り上げ

ない事項について、学生が直接履修しない授業科

目に対する自学自習の指示等が必ずしも明確にな

っておらず、組織全体としての学習支援の措置が

講じられているとはいえないため、改善を図る必

要がある。 

（平成 30年度） 

対応について現在検

討中である。 

（令和元年度） 

授業担当教員が，

「共通的な到達目標

モデル」（いわゆる

コア・カリキュラ

ム）について説明

し，授業で扱ってい

ない部分を自習する

よう指導すること等

を，令和２年度より

実施する方向で検討

を進めている。 

（令和２年度） 

授業担当教員が，

「共通的な到達目標

モデル」（いわゆる

コア・カリキュラ

ム）について説明

し，各自が学期終了

等の進度に応じてそ

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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の内容について確認

するとともに，授業

で扱っていない部分

を自習するよう指導

することを，令和２

年度内に実施する方

向で検討を進めてい

る。 

（令和３年度） 

令和２年度は，授業

担当教員が，学生に

対して「共通的な到

達目標モデル」（い

わゆるコア・カリキ

ュラム）について説

明し，各自が学期終

了等の進度に応じ

て，その内容につい

て確認するととも

に，授業で扱ってい

ない部分を自習する

よう指導した。 

 これを踏まえて，

令和３年度は，各担

当科目内で上記指導

の継続した実施を徹

底するよう，新年度

教員会議において再
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確認した。 

カリキュラムの特性上選択必修科目として位置付

けている科目、特に法律基本科目について、到達

目標に対する学生の到達レベルを測定するため

に、組織全体として適切な手段を講じる必要があ

るものの、必ずしもすべての学生が全授業科目を

履修していない状況が生じているため、履修指導

以上の組織的な措置を講じるなど、改善を図る必

要がある。 

（平成 30年度） 

対応について現在検

討中である。 

（令和元年度） 

平成 31年度入学者

より，基礎プログラ

ムの憲法Ⅰ～Ⅱ，行

政法Ⅰ～Ⅱ，民法Ⅰ

～Ⅳ，商法Ⅰ～Ⅲ，

民事訴訟法Ⅰ～Ⅱ，

刑法Ⅰ～Ⅱ，刑事訴

訟法Ⅰ～Ⅱの 17科

目 32単位を必修科

目とした。また，深

化プログラムの公法

事例問題研究Ⅰ～

Ⅲ，民事法事例問題

研究Ⅰ～Ⅳ，商事法

事例問題研究Ⅰ～

Ⅱ，刑事法事例問題

研究Ⅰ～Ⅲ，現代家

族法の 13科目 26単

位を必修科目とし

た。 

（令和２年度） 

上記の方針の下での

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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履修指導を継続して

いる。 

（令和３年度） 

上記の方針の下での

履修指導を継続して

いる。 

シラバスにおける成績評価の考慮要素や割合の記

載が不明確な授業科目のうち、一部の授業科目に

ついて、あらかじめ学生に明示されていないた

め、改善を図る必要がある。 

（平成 30年度） 

当該科目については

担当者に連絡し，授

業中に周知するなど

学生への周知を徹底

した。また，「法科

大学院における成績

評価基準のガイドラ

イン」を修正し，

「成績評価の方法」

については，具体的

な評価項目とその割

合等を明記して，シ

ラバスに記載するこ

とが法科大学院教員

会議において決定さ

れた。 

（令和元年度） 

新学期開始時，修正

したガイドライン

を，各授業担当教員

にメールで再度周知

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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した。 

（令和２年度） 

平成 30年度に修正

したガイドラインを

教員会議において再

度確認した。 

（令和３年度） 

上記と同様の確認を

教員会議において実

施した。 

各授業科目の採点基準が統一されていないことに

より、法科大学院全体としての成績評価に関する

共通理解が必ずしも図られておらず、学生への成

績評価に関する必要情報のうち、採点基準の告知

もされていないため、客観的かつ厳正な成績評価

を行うために採点基準の策定及び告知を組織的に

行う必要がある。 

（平成 30年度） 

対応について現在検

討中である。 

（令和元年度） 

「成績評価に関する

手引」に，答案の採

点基準となりうる要

素を書き加え，その

内容を学生へ示す方

向で検討している。 

（令和２年度） 

令和元年度に，上記

内容に加え，「成績

評価に関する手引

き」を修正し採点基

準を明確に記載し

た。令和２年度に

は，この明確化した

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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採点基準を教員会議

において再度確認し

た。なお，学生への

告知については，引

き続き検討する。 

（令和３年度） 

上記の採点基準を HP

に掲載するととも

に，「学生便覧」に

掲載し，周知を図っ

た。 

平成 28 年度及び平成 29 年度において、入学者選

抜における競争倍率が２倍を下回っており、入学

者選抜の改善への取組がいまだ十分な成果を上げ

ていないため、実効的な改善措置を講じる必要が

ある。 

（平成 30年度） 

平成 30年度入試か

ら前期・後期入試を

導入し，また，31年

度入試では前期入試

の時期を約２か月早

め，募集の広報につ

いても前倒して実施

し，他大学法科大学

院よりも早期に学生

を確保することとし

た。 

（令和元年度） 

2020年度学生募集で

は，前期入試の時期

を前年度より１週間

早め，他大学法科大

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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学院よりも早期に学

生を確保することと

した。 

（令和２年度） 

2020年度学生募集で

の対応に引き続き，

前期入試の時期を早

めることで早期に学

生を確保することと

していたが，新型コ

ロナウイルス対応の

ため，やむを得ず前

期入試を中止するこ

ととなった。今後の

対応については，状

況を踏まえて検討す

る。 

（令和３年度） 

令和２年度には，

2021年度学生募集に

あたって，新型コロ

ナウイルス対応のた

め，やむを得ず前期

入試を中止した。そ

の後，後期入試を実

施し，加えて，追加

入試を令和３年２月

に実施した結果，倍
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率は２倍以上を維持

した。 

また，令和３年度に

は，法曹養成プログ

ラム修了予定者の入

試が開始されること

に伴い，５年一貫型

教育選抜を９月下旬

に，開放型選抜およ

び一般入試を 10月

下旬及び２月上旬に

実施することとし，

学生確保の機会を増

やした。 

法学研究科・法学部全体における自己点検及び評

価における評価項目は、国立大学法人評価におけ

る評価項目に基づいて実施されているものの、本

評価において明らかとなった選択必修科目の分

類、入学者選抜における競争倍率が２倍を下回っ

ている点等、法科大学院における教育活動等の改

善に必ずしも繋がっているものとはいえず、改善

を図る必要がある。 

（平成 30年度） 

対応について現在検

討中である。 

（令和元年度） 

教員会議において自

己点検・自己評価等

に関する活動内容を

報告し，情報の共有

を図り，組織的な対

応を進めることとし

た。 

（令和２年度） 

教員会議において令

和元年度自己点検・

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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自己評価等に関する

活動内容を報告し，

情報の共有を図ると

ともに組織的な対応

を進めることを確認

した。 

（令和３年度） 

教員会議において令

和２年度自己点検・

自己評価等に関する

活動内容を報告し，

情報の共有を図ると

ともに組織的な対応

を進め，教育活動等

の改善に繋げること

を確認した。 

休講・補講の回数の乖離に係る前回評価における

指摘事項への対応について、依然として組織的な

対応が十分ではないことから、法科大学院におけ

る教育活動等の改善に活用するために、自己点検

及び評価が適切に機能するものとなっているとは

いえず、改善を図る必要がある。 

（平成 30年度） 

対応について現在検

討中である。 

（令和元年度） 

平成 30年度から，

授業時間の過不足を

教務委員がチェック

し，必要に応じてそ

の理由を担当教員に

確認するという，組

織としてチェックす

る仕組みを導入し，

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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平成 31年度の初め

には，法科大学院教

員会議構成員と授業

担当者全員に改めて

メールにて周知し

た。 

（令和２年度） 

上記内容を教員会議

において再度確認し

た。 

（令和３年度） 

上記と同様の確認を

教員会議で実施した 

教育活動等の状況に関する自己点検及び評価を適

切に機能するものとして実施し、当該情報を公表

する必要がある。 

法科大学院での改善

活動に加え、全学の

評価を所掌する評価

室において、本認証

評価結果の指摘事項

への対応状況に係る

フォローアップを実

施することとした。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

進級の状況について公表されていないため、当該

情報を公表する必要がある。 

（平成 30年度） 

ホームページにて進

級状況を公開した。

（ホームページでの

公開は平成 31年 3

月 25日から） 

（令和元年度） 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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ホームページにて進

級状況を公開した。 

（令和２年度） 

ホームページにて既

に公開している平成

26年度～平成 30年

度の進級状況に加

え，令和元年度の進

級状況を公開し情報

を更新した。 

（令和３年度） 

ホームページにて既

に公開している平成

26年度～令和元年度

の進級状況に加え，

令和２年度の進級状

況を公開し情報を更

新した。 

法科大学院

教員会議 

平成

30

年４

月 

点検・評価体制 点検・評価体制を見直し 平成 29年認証評価を

受けて点検・評価体制

を見直し，指摘事項に

応じた検討の必要があ

る。 

各指摘事項に応じた

検討を行う対応委員

会を整備した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

法科大学院

教員会議 

平成

30

年４

月 

修学支援 

 

法学未修教育の充実 法学未修教育の充実を

図る必要がある。 

（平成 30年度） 

平成 29年に作成し

た，未修 1年次科目

の「学習カルテ」に

ついて，入学前導入

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

☐ 
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教育の受講状況，基

礎プログラムの成

績・特記事項等を記

載し，各授業担当に

引き継ぐという，

「一貫した修学指導

体制」を平成 30年

度以降も継続するこ

ととした。 

（平成 31年度） 

教務委員長を責任者

とした「未修者学修

支援室」を設置し，

組織的に未修者支援

を実施することとし

た。 

（    ） 

教育課程連

携協議会 

 

令和

２年

３月 

未修者に対しどのよう

に法律学を理解させる

のか、という点で工夫

が必要ではないか。 

（令和２年度） 

４月に実施している

入学ガイダンスの課

程別ガイダンスにお

いて、未修者に対

し、冒頭で法律学入

門的な説明を行い、

初学的な位置づけと

することとした。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

未修者に対する短答式

試験対策を強化すべき

である。 

（令和２年度） 

４月に実施してい

る、ＴＫＣ説明会時

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ 
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に、ＴＫＣの短答式

過去問トレーニング

の使用法を説明する

とともに、基礎プロ

グラムの授業内でも

適宜紹介し、科目に

よっては受講結果を

提出させ、使用頻度

の把握に努めること

とした。 

☐ その他 

（    ） 

令和

３年

３月 

過年度生のアフターケア 特にコロナ禍により、

交流の機会が少ない環

境下であるため、再チ

ャレンジと捉えてもら

えるよう、留年者への

アフターケアが必要で

ある。 

 

（令和３年度） 

以前より実施してい

た、法科大学院長、

法科大学院教務委員

による、年度末の留

年者への修学指導に

おいて、フォローを

拡充するとともに、

適宜、学生委員や事

務と情報を共有し、

学生相談室を紹介す

る等、メンタルケア

も含めた指導の体制

を整えた。また、法

学研究科で実施して

いる、年１回のメン

タルヘルス講習会へ

の参加告知も強化し

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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た。 

法科大学院

教員会議 

平成

30

年

10

月 

基礎プログラムの充実 基礎プログラム科目及び

法学未修教育の充実 

更なる法学未修教育の

充実を図るため，基礎

プログラムの充実を図

る必要がある。 

平成 31年度入学者

より，基礎プログラ

ムの憲法Ⅰ～Ⅱ，行

政法Ⅰ～Ⅱ，民法Ⅰ

～Ⅳ，商法Ⅰ～Ⅲ，

民事訴訟法Ⅰ～Ⅱ，

刑法Ⅰ～Ⅱ，刑事訴

訟法Ⅰ～Ⅱの 17科

目 32単位を必修科

目とすることを 11

月の教員会議で決定

した。 

未修者 2年次進級要

件にＧＰＡ制度の

他，共通到達度確認

試験の成績を考慮す

る新しい進級要件を

導入することを 12

月の教員会議で決定

した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

法科大学院

教員会議 

平成

30

年

10

月 

深化プログラムの充実 法学既修教育の充実 法学既修教育の充実を

図る必要がある。 

平成 31年度入学者

より，深化プログラ

ムの公法事例問題研

究Ⅰ～Ⅲ，民事法事

例問題研究Ⅰ～Ⅳ，

商事法事例問題研究

Ⅰ～Ⅱ，刑事法事例

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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問題研究Ⅰ～Ⅲ，現

代家族法の 13科目

26単位を必修科目と

することを 11月の

教員会議で決定し

た。 

従来から開設されて

いた既修者ゼミを民

事法ゼミとし，未修

2年次・既修 1年次

向けに開講すること

を 11月の教員会議

で決定した。 

法科大学院

教員会議 

平成

31

年４

月 

修了生支援 修了生支援の充実 修了生支援の充実を図

る必要がある。 

従来から設置してい

た「キャリアサポー

ト委員」を拡充し，

実務家教員・研究者

教員から構成する

「修了生相談室」を

設置し，説明会を開

催し支援内容を修了

生に周知し，独自の

ポータルサイトを通

じた支援体制を整備

した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

法科大学院

教員会議 

令和

２年

４月 

司法試験対策 司法試験対策の充実 修了生支援・司法試験

対策の充実を図る必要

がある。 

弁護士有志による論

述能力養成ゼミや本

学の司法試験合格者

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ 



別紙様式２－２－１ 
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 

～ 

令和

３年

４月 

有志による，司法試

験合格者によるガイ

ダンスを実施し修了

生・在学生向けの司

法試験対策を実施し

た。 

☐ その他 

（    ） 

教育課程連

携協議会 

令和

３年

３月 

最終合格者の伸び悩み

が課題であるため答案

のブラッシュアップの

機会を増やすべきであ

る。 

（令和３年度） 

コロナ禍で中止して

いた自主ゼミへの教

室貸出を解禁し、自

主ゼミ利用促進の機

会を促した。 

（令和４年度） 

４月に実施している

入学ガイダンスの課

程別ガイダンスにお

いて、司法試験合格

者の先輩の講演を行

い、自主ゼミの利用

や司法試験勉強法を

伝授する体制を整え

た。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

令和

４年

３月 

既修の修了１年目の合

格率が高い最近の傾向

を分析し今後に活かせ

るようにすべきであ

る。 

（令和４年度） 

司法試験連携検証Ｗ

Ｇを発足し、各種傾

向や相関関係の分析

を行い、司法試験合

格率の向上につなが

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 



別紙様式２－２－１ 
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るような実効的な体

制を整えた。 

評価室 

教育改革室 

法科大学院 

令和

３年

８月 

国立大学法人等の第３期

中期目標期間における教

育研究の状況の評価（４

年目終了時）の現況分析

において、大学改革支

援・学位授与機構より開

示のあった書面調査シー

トで減点の要素、コメン

ト（教育活動を行う上で

の留意事項）が付された

内容 

公表された適切な教育課

程方針 

『「卒業認定・学位授

与の方針」、「教育課程

編成・実施の方針」及

び「入学者受入れの方

針」の策定及び運用に

関するガイドライン』

等に示されている内容

が十分に明文化されて

いない。 

全部局におけるカリ

キュラム・ポリシー

を点検し、全学的に

学修成果の評価の方

針を明記する等の改

正を行い，令和３年

度に受審した大学機

関別認証評価におい

て改正後の資料を提

出した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

成績評価基準 提出資料からは、評語

（Ａ，Ｂ，Ｃ等）を適

用する際の科目の到達

目標を考慮した判断の

基準について組織とし

て定められていること

が認められない。 

到達目標を考慮した

成績基準が設定され

ていることが判る資

料を令和３年度に受

審した大学機関別認

証評価において提出

した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

学生からの成績評価に関

する申立ての手続きや学

生への周知等が明示され

ている資料 

提出資料からは、成績

に関する異議を受け付

ける適切な窓口が組織

的に設けられているこ

とが確認できない。 

指摘があった部局に

おいて関係規程等の

改正を行い，令和３

年度に受審した大学

機関別認証評価にお

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

☐ 



別紙様式２－２－１ 
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※指摘事項、意見など、自己点検・評価において、改善・向上等の対応措置が必要と確認された事項すべてについて記載してください。 

※「組織の名称」の欄は、自己点検・評価委員会、教授会、ＦＤ委員会等の組織の名称を記載してください。 

※「年月」の欄は、自己点検・評価において確認された年月を記載してください。 

※「計画の進捗状況」の欄は、該当する状況に☑してください。 

※「前回評価の指摘事項」の欄は、本評価時に「改善すべき点」として指摘された事項に該当する場合、☑してください。 

 

いて改正後の資料を

提出した。 
（    ） 

評価室 

教育改革室 

法科大学院 

令和

４年

３月 

大学機関別認証評価結果

において、改善を要する

点として指摘された内容 

法学研究科専門職学位課程において、実入学者数

が入学定員を大幅に下回っている。 

「国立大学法人北海

道大学における内部

質保証に関する申し

合わせ」に基づき、

対応中である。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 



別紙様式２－３－１ 北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻

基準２－３（重点評価項目）　法科大学院の目的に則した人材養成がなされていること

【分析の手順】

司法試験の合格状況（別紙様式２－３－１）

各年度における司法試験合格状況

法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 数値 数値の説明

令和４年度 29 25 54 6 9 15 20.68% 36.00% 27.77% 35.00%

令和３年度 38 29 67 6 11 17 15.78% 37.93% 25.37% 35.00%

令和２年度 40 48 88 2 17 19 5.00% 35.41% 21.59% 35.00%

令和元年度 45 59 104 6 19 25 13.33% 32.20% 24.03% 35.00%

平成30年度 48 60 108 7 16 23 14.58% 26.66% 21.29% 35.00%

上記のうち、法曹養成連携協定の特別選抜枠による進学者に係る状況　※令和４年度は対象外

令和４年度 ※ ※ ※

令和３年度 0 0 0.00%

令和２年度 0 0 0.00%

令和元年度 0 0 0.00%

平成30年度 0 0 0.00%

（注）
　
１．自己評価書提出時点では、評価実施年度に実施される司法試験の結果が公表されていないため、機構にて法務省発表資料に基づき評価します。

　　※印が記入されている箇所が該当しますので記入しないようにしてください。

２．「受験者数」、「合格者数」欄には、司法試験が実施された各年度における、下記の状況が分かるよう記入してください。

　　・５年の評価期間中に実施される各年度の司法試験について、当該法科大学院の修了を受験資格として司法試験を受験した者に対する司法試験を合格した者の割合

３．「合格率」欄には、「合格者数」を「受験者数」で割った値（小数点第５位を切り捨て）が自動表示されます。

　　（例：合格者数が13人、受験者数が74人の場合には、13÷74＝0.17567・・・≒0.1756となり、『17.56％』で表示されます。）

４．「基準ごとの分析を行った際に比較した合格率」欄には、分析を行った際に比較した合格率の数値と、数値の説明（全法科大学院の平均合格率、

　　当該法科大学院の過去５年間の平均合格率等）を記入してください。

分析項目２－３－１　修了者（在学中に司法試験を受験した在学生を含む。）の司法試験の合格状況が、全法科大学院の平均合格率等を踏まえて適切な状況にあること

基準ごとの分析を行った際に
比較した合格率

合格者数 合格率

司法試験実施年度

・上記手順において適切な状況にあるとは言えない場合は、直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率と当該法科大学院が自ら目標として設定している合格率を比較し、適切な状況にあることを確
認する。

・直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率を算出し、全法科大学院の平均合格率と比較して適切な状況にあることを確認する。

・法曹養成連携協定を締結し、文部科学大臣の認定を受けている場合は、特別選抜により連携法科大学院に進学した認定連携基礎課程からの進学者（法学部３年次終了後に早期卒業により法学既修者として入学
した者や、それ以外の者も含む。）の司法試験の合格率についても算出し、法曹養成連携協定締結時に目標として設定した合格率と比較し、適切な状況にあることを確認する。

法曹養成連携協定締結時に
目標として設定した合格率受験者数 合格者数 合格率司法試験実施年度

受験者数

法科大学院公的支援見直
し・加算プログラムによ

る基礎額算定
の指標に関して設定した

指標を目標値
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修了年度別修了者における司法試験合格状況

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 計

令和３年度 21 8 8

令和２年度 19 9 3 12

令和元年度 28 10 1 1 12

平成30年度 39 15 3 1 3 22

平成29年度 39 10 5 2 5 0 22 52.05%

（注） １．自己評価書提出時点では、評価実施年度に実施される司法試験の結果が公表されていないため、機構にて法務省発表資料に基づき評価します。

　　※印が記入されている箇所が該当しますので記入しないようにしてください。

２．「修了者数」欄には、司法試験を受験しなかった者を含めて、当該年度に修了した者の人数を記入してください。

３．「合格者数」欄には、各修了年度における修了者のうち、司法試験に合格した者の人数を記入してください。

合格率

合格者数

司法試験実施年度修了者数修了年度



別紙様式２−５−１ 北海道⼤学法科⼤学院法学研究科法律実務専攻
基準２－５　教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること

【分析の手順】

教員の採用・昇任の状況（過去５年分）（別紙様式２－５－１）

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専 1 1

実務家 実・専 4

実務家・みなし 実・み 1 1 1 1

兼務研究者

兼務実務家

兼担

兼任

0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専 3

実務家 実・専

実務家・みなし 実・み

兼務研究者

兼務実務家

兼担 1 1

兼任

0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

（注） １．評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．「専任教員」欄の「実・み」については実務家みなし専任教員（年間４単位以上の授業を担当し、かつ、法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を有する者）数、「専・他」については

　　法科大学院の専任ではあるが、他の学部・大学院の専任教員数を記入してください。

・教員の担当する授業科目が、各教員の知識、能力、実績等に応じて決定されていることを確認する。

・採用・昇任時の教育上の指導能力に関する評価の実施状況を確認する。

・教員の任用や昇任等に際し、職階ごとに求める教育上、研究上又は実務上の知識、能力又は実績の基準を定めていることを確認する。

分析項目２－５－１　教員の任用及び昇任等に当たって、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績に関する判断の方法等を明確に定め、実際にその方法によって任用、昇任させていること

昇任

専任
教員

兼担教員

兼任教員

採用

専任
教員

兼担教員

兼任教員

専・他

専・他

分類

分類

合計

H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度

合計



別紙様式２−５−２ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 
 

分析項目２－５－２ 法科大学院の専任教員について、教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価を継続的に実施していること 

 

【分析の手順】 

・教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価の継続的（定期的）な実施について、規則等で規定していることを確認する。 

 

教員評価の実施状況（直近３回程度）（別紙様式２－５－２） 

評価実施年度 評価対象者数 評価結果の概要 

令和元年度 

【年俸制教員】 
１名 

    

  

令和２年度 

【年俸教員】 
１名 

    

  

令和元年度 

６月勤勉手当：16 人    

12月勤勉手当：16人    

１月１日昇給：16 人      

令和２年度 

６月勤勉手当：17 人    

12月勤勉手当：17人    

１月１日昇給：17 人      

令和３年度 

６月勤勉手当：16 人    

12月勤勉手当：16人    

１月１日昇給：16 人      

 



別紙様式２−５−３ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 
 

分析項目２－５－３ 授業の内容及び方法の改善を図るためのファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を組織的に実施していること 

 

【分析の手順】  

・ＦＤの実施内容・方法（教育方法等の研究・研修、教員相互の授業参観等）及び実施状況（教員参加状況を含む。）を確認する。ＦＤの実施に当たっては、

教育課程方針に則した授業及び成績評価が実施されるよう、成績評価基準の内容や各授業科目の到達目標についての認識の共通化が図られていることを

確認する。 

 

ＦＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式２－５－３） 

取組 主催 実施内容・方法 参加者数 

令和３年度法科大学院ＦＤ/Ｓ

Ｄ研修会 
北海道大学法科大学院 

Webex によるオンラインにて実施し，授業アンケート高評価の

授業担当教員による授業内容の紹介及び意見交換を実施し，授

業手法の向上にむけて理解を深めた。北海学園大学教職員も参

加。 

２９人 

令和３年度法学研究科ＦＤ 北海道大学法学研究科 
Webex によるオンライン開催にてハラスメントの状況及びその

防止に関する講習を実施し，理解を深めた。 
１７人 

令和２年度ＦＤ検討会 北海道大学法科大学院 

対面にて実施し，授業評価の高かった教員 2 名を講師にオンラ

イン授業の実施方法，効果的な手法について講演及び意見交換

を実施した。北海学園大学教職員も参加。 

１３人 

令和２年度法学研究科ＦＤ 
北海道大学法学研究科・法科大

学院 

コロナ禍における学生支援と称して，学生の悩みの内容・傾向

を理解し，予防に向けた取組の紹介があり，コロナ禍の学生支

援に対する講習を実施し理解を深めた。 

１８人 

  



別紙様式２−５−３ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

令和元年度法学研究科ＦＤ 
北海道大学法学研究科・法科大

学院 

情報機器ならびにソーシャルネットワークサービスの適切な利

活用について，情報セキュリティ対策室長より講演を頂き，質

疑応答，意見交換にて見識を深めた。 

１６人 

令和元年度文系学部共同ＦＤ 

北海道大学文学研究院・法学研

究科・教育学研究院・経済学研究

院 

危機対応マニュアルと文系部局に係る今後の防災計画について

産学・地域協働推進機構リスク管理・危機管理の専門家により

講演を頂き，質疑応答，意見交換にて見識を深めた。 

７人 

平成 30 年度ＦＤ委員会 北海道大学法科大学院 
法科大学院の現状や検討課題について説明があり，その後，討

論・意見交換を実施。 
２１人 

 



別紙様式３−７−２ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

基準３－７ 専任教員の授業負担等が適切であること 
 

分析項目３－７－２ 法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう

努めていること 

 

【分析の手順】 

・研究専念期間について定めた規則があるか確認する。また、過去５年間に研究専念期間を取得した教員の人数や期間等の実績を確認する。 

 

過去５年間における教員の研究専念期間取得状況（別紙様式３－７－２） 

年度 
研究専念期間を 

取得した教員数 
実施状況（期間を含む） 規則等 

令和元年度 １人 令和元年 10 月１日～令和２年３月 31 日 研究期間制度 

 



別紙様式４−２−１ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

基準４－２ 学生の受入が適切に実施されていること 
 

分析項目４－２－１ 学生受入方針に沿って、受入方法を採用しており、公正かつ適正に実施していること 

 

【分析の手順】  

・入学者選抜実施体制の整備状況（組織の役割、構成、意思決定プロセス、責任の所在等）を確認する。その際、法科大学院を設置する大学の学部卒業（予

定）者等が有利とならない措置がなされていることを確認する。 

・入学者選抜の方法が学生受入方針に適合していることを確認する。 

・「法科大学院法学未修者等選抜ガイドライン」に則して実施していることを確認する。 

・法学未修者に対して、法律学の知識及び能力の到達度を図ることができる試験（法学検定試験等）の結果を加点事由としていないことを確認する。 

・入学者選抜の実施方法や実施時期に関して、早期卒業して入学しようとする者及び飛び入学しようとする者に対して適切な配慮がなされていることを確

認する。 

・社会人や法学以外を専門とする者など多様な人材が入学者選抜を受験できるように配慮されていることを確認する。 

・身体に障害のある者に対して特別措置等を行っていることを確認する。 

 

入学者選抜の方法一覧（別紙様式４－２－１） 

入学者選抜の種類 選抜方法 入学者選抜要項等の記載ページ 

一般選抜 第 1 次選抜は書面審査で選抜し，第 2 次選

抜については，2 年課程においては書面審

査・法律科目試験，3 年課程においては書面

審査・小論文試験の結果により選抜する。 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/wp-

content/uploads/2022/05/ippannsenbatu.pdf 

開放型特別選抜 第 1 次選抜は書面審査で選抜し，第 2 次選

抜については，書面審査・法律科目試験の結

果により選抜する。 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/wp-

content/uploads/2022/05/kaihougatatokubetusenbatu.pdf 



別紙様式４−２−１ 
北海道⼤学⼤学院法学研究科法律実務専攻 

5 年一貫型教育選抜 書面審査・面接試験の結果により選抜する。 https://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/wp-

content/uploads/2022/05/5nennikkan.pdf 

 

 



別紙様式４−３−１ 北海道⼤学法科⼤学院法学研究科法律実務専攻

基準４－３　在籍者数及び実入学者数が収容定員及び入学定員に対して適正な数となっていること

【分析の手順】

【分析の手順】

学生数の状況（別紙様式４－３－１） 

入学者選抜の状況 実務の経験を有する者の定義

法学未修者、法
学既修者別

全体
法学未修者、法学
既修者別

合計【 d 】 実務の経験を有
しない者

実務の経験を有
する者

実務の経験を有
しない者

実務の経験を有
する者

実務の経験を有
しない者

実務の経験を有
する者

実務の経験を有
しない者

実務の経験を有
する者

協定先の法曹
コース出身者

協定外の法曹
コース出身者

（人） （人） （人） （人） 〔 b／c 〕 （人） （人） 〔 d／a 〕（％） （人） 　（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

法学未修者 61 49 24 2.04 16 4 6 4 1 1 1

法学既修者 111 88 39 2.25 28 18 6 2 1 1 7

法学未修者 51 38 18 2.11 12 6 3 2 1

法学既修者 67 60 23 2.60 14 10 4 他学部出身者の定義

法学未修者 49 42 21 2.00 16 7 1 1 4 1 2

法学既修者 64 59 20 2.95 14 7 5 1 1

法学未修者 54 50 19 2.63 12 4 5 1 1 1

法学既修者 85 74 40 1.85 14 12 1 1

法学未修者 43 41 20 2.05 10 7 2 1

法学既修者 63 55 28 1.96 17 12 1 2 1 1

在籍者数等の状況

内数（人） 内数（人）

（人） （人）
長期履修生数

【 g1 】
原級留置者数

【 ｈ1 】
休学者数

【 i1 】
（人）

長期履修生数
【 g2 】

原級留置者数
【 ｈ2 】

休学者数
【 i2 】

（人）
長期履修生数

【 g3 】
原級留置者数

【 ｈ3 】
休学者数

【 i3 】
（人）

長期履修生数
〔g1＋g2＋g3〕

原級留置者数
〔ｈ1＋ｈ2＋ｈ3〕

休学者数
〔i1＋i2＋i3〕

〔j/e〕（％） （人） 長期履修生数 （人） 長期履修生数

法学未修者 25 0 4 4 14 0 1 1 9 0 0 0 0 0

法学既修者 30 0 0 4 13 0 0 0 0 0

法学未修者 23 0 8 6 11 0 2 0 10 0 0 1 3 0 9 0

法学既修者 16 0 1 2 12 0 0 0 1 0 12 0

法学未修者 23 0 3 3 11 0 1 0 9 0 1 1 3 0 8 0

法学既修者 15 0 2 1 11 0 0 0 1 0 11 0

法学未修者 16 0 2 4 12 0 1 2 13 0 1 0 2 0 12 0

法学既修者 14 0 0 0 16 0 0 1 2 0 16 0

法学未修者 16 0 2 2 12 0 0 0 16 0 1 0 1 0 14 0

法学既修者 17 0 0 0 26 0 1 1 2 0 25 0

（注） １．学生数の状況については、評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」の「自大学の法学関係の学部出身者」とは、当該法科大学院を設置している大学の主として法学を履修する学科若しくは課程等に在学、又はこれらを卒業した者をいいます。

３．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」欄において、「Ⅰ自大学の法学関係の学部出身者」～「Ⅳ他大学の法学関係以外の学部出身者」欄に記載される人数は、法曹コース出身者の人数も含めた人数を記載してください。

４．入学者選抜の状況の「競争倍率」、「入学定員充足率」は、小数点第３位以下を切り捨てた値が自動表示されます。

　　（例：「競争倍率」欄について、受験者数が180人、合格者数が87人の場合には、180÷87＝2.068・・・≒『2.06』で表示されます。）

５．「実務の経験を有する者の定義」及び「他学部出身者の定義」については、当該法科大学院が定めるそれぞれの定義を記入してください。

・上記の割合が継続的に100％を上回っている場合は、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学者数が10人を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の競争倍率が２倍を下回っていないことを確認する。

・上記の割合、人数又は倍率が下回っている場合は、入学者受入方針に従って適切な選抜が実施されていることを確認し、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学定員に対する実入学者数の割合が50％を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の収容定員（入学定員の３倍の数をいう。）に対する在籍者数（原級留置者及び休学者を含む）の割合を確認する。

分析項目４－３－１　在籍者数が収容定員を大幅に上回っていないこと

受験者数
【 b 】

合格者数
【 c 】

競争倍率 入学者数

入学定員充足率

分析項目４－３－２　収容定員に対する在籍者数の割合、入学定員に対する実入学者数の割合、入学者数の規模及び競争倍率が、適正な割合、規模又は倍率となっていること

入学者数内訳 出願時における社会人経験１年以上の者

Ⅰ自大学の法学関係の
学部出身者

Ⅱ自大学の法学関係以外の
学部出身者

Ⅲ他大学の法学関係の
学部出身者

Ⅳ他大学の法学関係以外の
学部出身者

Ⅴ法曹コース出身者

年度 種別
入学定員

【 a 】 志願者数

3年度 50 2.39 26 52%

4年度 50 2.17 44 88%

「法学を履修する課程以外の課程を履修した者

1年度 50 2.10 26 52%

30年度 50 2.00 27 54%

2年度 50 2.46 30 60%

4年度 120 91 5 9

在籍者数
【 f1 】

在籍者数
【 f2 】

在籍者数
【 f3 】

120

退学者数

内数（人）年度

30年度 87 4 3 73%

1年度 71 4 7 59%120

3年度 72120

2年度 69

修了者数

120

76%

種　別
収容定員

【 e 】

１年次 ２年次 ３年次

11 9 60%

在籍者数
合計【 j 】

〔f1＋f2＋f3〕

収容定員に対する
在籍者数の割合

内数（人） 内数（人）

58%57

内数（人）
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